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組合員並びにご家族の皆さま

新年明けましておめでとうござ

います。

昨年、安倍自公政権は「景気

回復」を揚げて、金融緩和によっ

て80兆円もの国債を乱発し、脱

デフレ即ちインフレと円安誘導

政策を推し進めました。

この結果、株価が上がり富裕

層はいっそう豊かになりました

が、貧困層は社会保障の切り下

げや物価の値上がり、消費増税

などによって実質賃金は下がっ

てしまいました。結局のところ、

“アベノミクス”は、独占大資

本や金持ち優遇政策であり、広

範な庶民を貧困化させる経済政

策であることが明らかとなって

います。

14春闘では、安倍政権が財界

に大幅賃上げを要請する演出の

結果、自動車産業や電機産業の

大企業のみはそれなりの賃上げ

がありましたが、中小企業では、

定昇程度の引き上げにとどまり

ました。これは、大企業が下請

料金や単価の引き上げを渋って

いる結果に他なりません。

このような中、全国港湾は３

波に及ぶ24時間ストを決行し、

賃上げ6,000円、産別最賃16万

円、完全週休２日制の全国実施

等、大きな成果を獲得しました。

しかし、安倍政権は「戦後レ

ジュームからの脱却」と称して、

「国民主権を国家主義に」、

「民主教育を愛国教育に」、

「平和国家を戦争のできる国家

へ」と大転換させる野望を隠し

ていません。このような対米従

属による「侵略戦争」の肯定で、

危険な戦争に再び日本人民を引

きずり込もうとする目論見を断

じて許してはなりません。

今こそ、労働運動、市民運動

が連帯して、反戦、平和、人権

擁護の闘いを前進させ、反動政

権を打倒するため、共に前進し

ましょう！

執行委員長 山 元 一 英
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不当解雇撤回！安全と安心を！

ＪＡＬ（日本航空）のパイロット、

客室乗務員など１６５名が2010年に

不当解雇され４年が経過しました。

昨年12月２日、エルおおさか大ホー

ルにて「ＪＡＬの仲間とともに空の

安全をとりもどす12・２集会」が開

催され、選挙期間中にもかかわらず

５００名以上が集いました。

講演は、ＪＡＬ不当解雇撤回裁判

に証人として出廷した醍醐聰（だい

ごさとし）東京大学名誉教授が、当

時８００億の経常利益目標を達成し

ていたのになぜ解雇されたのか、更

生計画下での大規模整理解雇、すな

わち人員削減の必要性、解雇回避努

力義務の履行、人選基準の合理性、

手続の妥当性が正当であったかどう

か､労働法の観点からも、倒産法の

分野からも、全国の注目を浴びてい

ると話された。

ＪＡＬでは、強引な人減らしによっ

て、整備不良やサービスの低下が危

惧され、解雇の不条理、「安全の層」

という考え方を無視しています。

ＪＡＬの稲盛和夫会長は、解雇の

回避は可能であったが、債権者との

間でリストラを約束した以上、実行

しなければ債権者からの信頼を喪失

するなどと、奇妙な「解雇不可避論」

を展開しました。要するに、債権者

に対する「アリバイ」として、「整

理解雇による人員削減」を強行しな

ければならないと言うのです。

こんな理由で解雇されるのでは、

労働者はたまったものではありませ

ん。

不当判決！撤回させよう！

ところが東京高裁は、昨年６月３

日と６月５日、それぞれパイロット

と客室乗務員の原告団に対して、控

訴を全面的に棄却する、極めて不当

な判決を言い渡しました。

ここには、憲法27条・28条や労働

関係法により保護されるべき労働者

の権利や、雇用維持に配慮する姿勢

はまったくみられませんでした。更

生計画を盾にとって、「全ての雇用

が失われる破綻的清算を回避し、利

害関係人の損失の分担の上で成立し

た更生計画の要請として、事業規模

に応じた人員規模とするために、人

員を削減する必要性があったと認め

ることができる」と、安易に、整理

解雇の必要性まで認めました。

手続の妥当性についても、形式的

交渉に終始したにもかかわらず、

「労働組合との交渉をもって足りる」

としました。

稲盛会長自身が法廷で「会社の収

益状況からいけば、誰が考えても雇

用を続けることは不可能ではなかっ

た」と証言したとおり、そもそも解

雇の必要性など存在せず、会社の真

の狙いが、会社更生手続きに乗じて

特定の運航乗務員を排除し、長年に

わたる差別的労務政策を完成させる

ことであったことが明らかになりま

した。しかし判決は、こうした本質

には目をつむり、整理解雇法理の適

用を緩めて、使用者に、解雇に関す

る大幅な裁量権を与えたのです。

2013年10月の「週刊朝日」誌上で

稲盛会長は「全従業員の物心両面の

幸福を追求することが、会社経営の

目的の一つだと考えています。幹部

だけでなく、契約社員や派遣社員を

含む全従業員に、自分たちが幸せに

なるためにも力を合わせて立派な会

社をつくり上げたい」と話していま

すが、噴飯物です。

完全勝利に向けて闘おう！

昨年８月28日、会社側が、東京地

裁において2011年７月に出された労

働委員会の救済命令の取り消しを求

めた裁判で、ＪＡＬが行った不当労

働行為を認定する判決が出されまし

た。

この判決は、管財人の行為を断罪

し、“完全勝利”といえるものでし

た。これによってＪＡＬの行った整

理解雇には違法な行為があったこと

になり、管財人を絶対視した６月の

高裁判決は、本来、見直されなけれ

ばなりません。

しかし会社は、①行政訴訟の判決

を不服として東京高裁に控訴 ②謝

罪をする意思はない ③不当解雇に

ついては「撤回する考えはないので、

協議の場を設ける意思はない」と、

悪質な対応を続けています。

労働者の生活と安全を守ろう！

失業や雇用不安により日本経済が

低迷する中、高裁判決は、経営側を

整理解雇四要件から解放しようとす

るものであり、容認することはでき

ません。また、経営破綻の原因が放

漫経営や歪んだ航空行政にあったこ

とも組合側は指摘していますが、安

全より利益を優先させる経営姿勢を

改めさせるためにも、連帯してたた

かうことが重要です。

日本は、いまや「労働法後進国」

と言っても過言ではない状況です。

このような整理解雇が認められるな

らば、すべての労働者・勤労者の働

く権利が大きく侵害されます。解雇

容認をみとめない社会、安全優先の

交通環境を１日でも早く踏み出すた

めに、ＪＡＬ原告全員が職場復帰を

勝ち取るまで、支援物販や署名の取

り組み、各地での集会への参加など、

組合員の皆さんの積極的な行動を要

請します。
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明けましてお
めでとうござ

います。

日東陸運分会
は大手ディー

ラーから委

託された自動
車を、自走に

て指定場所ま

で運ぶ仕事を
しています。

会社との契約
内容は、従業

員一人ひと

りバラバラで
、労働条件は

担当者の思い

つきや好き嫌
いで一方的に

決められ、仕

事は「受け取
りだ」と言い

つつ、実際に

は完全束縛を
し、給料明細

には知らせる

べき内容の記
載がなく、質

問しても無回

答、改善どこ
ろか突然の解

雇を目の当た

りにし何も言
えない状況で

した。

このような会
社の理不尽さ

に我慢でき

ず、井上分会
長はじめ７名

が大阪支部に

相談し、昨年
９月１日に全

港湾関西地方

大阪支部日東
陸運分会を結

成しました。

現在は、賃金
改定や権利の

確立に向け

日々、交渉を
進めている状

況です。

仲間の皆様方
には、本年も

、様々なご

支援、ご協力
をお願いする

こととなるか

もしれません
が、一日でも

早く正常な労

使関係を築き
、大阪支部に

ふさわしい分

会になれるよ
う努力いたし

ますので、ご

協力をよろし
くお願いいた

します。

日東陸運分会
員一同

新分会からの年賀状

私たちの会社の上司
に労働組合Ｏ

Ｂの方がおられ、い
ろいろと労働条

件に関する相談に乗
ってもらってい

ました。

私たちは入社以来、
賃金体系がお

かしい、時間外労働
の計算がずさん、

有給休暇が全く使え
ない、ボーナス

がないなどの愚痴を
言い合っていま

した。そして、労働
組合に加入して

はどうかと思い、大
阪支部の門を叩

いた次第です。

支部役員の方のお話
を伺っている

と、今までの会社い
いなりの働き方

に疑問を感じました
。自分たちが今

まで当たり前だと思
っていたことが、

組合的に言うと、間
違っていたとい

うことに気づかされ
ました。

今では会社は、組合
員に対する接

し方も違ってきまし
たし、休日を増

やす、有給休暇を自
分たちの必要な

時に使えるなど、色
々な面で前進が

ありました。

まだ、仕事の有り方
については解

決していませんが、
段階的に解決を

図ってくれると確信
しています。

日頃は、他の分会の
皆様とは顔を

合わせる機会が少な
いことには気兼

ねしていますが、頑
張りますので、

今後ともよろしくお
願いします。

はやと大阪分会員一
同
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あけましておめでとうございます。

恒例の第29回ふれあい餅つき大会

が12月７日(日)午前９時から、海の

子学園入舟寮で開催されました。

学園からは施設長や職員ら約30名

と子供たち約120名、全港湾大阪支

部からは青年部員を中心に約40名が

参加しました。

餅つき、紙芝居、ドッジボール、

青年部員が扮したサンタによるプレ

ゼントなど、終日、寮生たちと交歓

しました。

近年に始めた企画ですが、終了後

には教室にて中３～高校生の学園生

と、私たち青年部役員３名と女性組

合員１名が、男女２グループに分か

れて座談会をもちました。

そこで学生たちは、将来に対する

夢や不安、プライベートな事などを

語り、青年部員らがアドバイスをし

ました。私たちも、彼らの悩みなど

を知ることができ、適切なアドバイ

スとなったかどうかは自信がありま

せんが、相互に有意義な交流ができ

たと自負しています。

港石油分会

中 村 将 徳

松 尾 太 一

ｻﾝﾕｰｻｰﾋﾞｽ分会

伴 田 俊 也

佐 藤 功 典

ミナト産業分会

松 井 克 彰

大正埠頭分会

大 山 真 司

大 城 加 代

松 崎 翔

下 村 義 弘

藤 原 亮

一心港運分会

三木田 貴 彰

森 口 健 太

杤木協鐡分会

河 村 崇 人

那須商会分会

鍛冶屋 幸 一

大森分会

中 本 信 也

玉 城 創 一

ｶﾞｽｹﾐｶﾙ物流分会

松 下 順 一

太陽陸運分会

小 野 健 司

仲 松 正 雄

大商分会

佐久原 智 彦

瀬 戸 正 憲

兼成運輸分会

安 坂 峰 生

はやと大阪分会

林 邦 治

山 本 真 一

高 藤 益 浩

小 田 靖 博

濱 島 直 樹

瀬 村 剛 毅

坂 口 真 二

日東陸運分会

青 木 克 敏

留 奥 敏 郎

宮 薗 博 文

井 上 薫

田 辺 弘 志

古 谷 哲 也

南 出 修 一

大阪サンエー分会

和 田 武

横 山 徹

中谷運送分会

松 岡 大 樹

（敬称略・順不同）


